
訂正請求に対する措置に関する審査基準 

法第９３条の規定に基づく訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定（以下「訂正決定等」

という。）は、以下により行う。 

 

１ 訂正請求の対象は、「事実」とし、評価・判断には及ばないものとする。 

ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に該当する。 

２ 訂正をする旨の決定（法第９３条第１項）は、調査等の結果、訂正請求に係る保有個人

情報が事実でないことが判明し、当該請求に理由があると認める場合に行う。 

この場合の訂正は、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内

で行う。 

なお、請求内容に理由があるかどうかを判断するために行う調査は、保有個人情報の利

用目的の達成の範囲内で行えば足り、訂正をすることが利用目的の達成に必要でないこと

が明らかな場合は、特段の調査を行う必要はない。具体例としては、過去の事実を記録す

ることが利用目的であるものについて現在の事実に基づいて訂正することを請求するよう

な場合が考えられる。 

３ 訂正しない旨の決定（法第９３条第２項）は、次のいずれかに該当する場合に行う。 

（１） 保有個人情報の訂正に関して法以外の法律又は当該法律に基づく命令の規定によ

り特別の手続が定められている場合 

（２） 法第９０条第１項各号に規定する保有個人情報に係る訂正請求でない場合 

（３） 保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に行われた訂正請求でない場合 

（４） 訂正請求書に法９１条第１項各号に規定する事項の記載の不備がある場合又は同

条第２項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の本人であること（代理人による訂正

請求にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。）を示す

書類に不備がある場合。 

ただし、当該不備を補正することができると認められる場合は、原則として、訂正請

求者に補正を求めるものとする。 

（５） 調査等の結果、訂正請求に係る保有個人情報が事実でないことが判明しない場合

又は事実関係が明らかにならなかった場合 

（６） 訂正をすることが、当該保有個人情報の利用目的の範囲を超える場合 

（７） 調査の結果判明した事実が、請求時点において実際に記録されていた内容とも、

請求の内容とも異なることが判明した場合。ただし、必要な場合は、判明した事実に即

して、職権により訂正を行うものとする。 

 


